
論
　
　
説

日
中
国
交
正
常
化

栗
　
山
　
尚
　
一

一
　
背
　
　
景

二
　
中
国
の
復
交
三
原
則

三
　
台
湾
の
法
的
地
位

五四

日
華
平
和
条
約
問
題

日
米
防
衛
協
力
の
新
た
な
指
針
と
台
湾

一
　
背

景

　
一
九
四
九
年
に
中
国
の
内
戦
が
中
華
人
民
共
和
国
の
誕
生
と
い
う
形
で
終
息
し
、
そ
し
て
蒋
介
石
が
率
い
る
国
民
党
政
権
が
台
湾
に

移
る
と
い
う
状
況
下
で
、
冷
戦
が
ア
ジ
ア
に
も
広
が
り
、
五
〇
年
の
六
月
に
は
朝
鮮
戦
争
が
起
こ
る
と
い
う
背
景
の
中
で
、
日
本
が
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
を
締
結
し
て
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
に
生
じ
た
一
つ
の
大
き
な
問
題

　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

は
、
日
本
が
、
実
体
的
に
生
じ
た
二
つ
の
中
国
、
す
な
わ
ち
、
一
方
は
中
国
大
陸
に
実
効
的
支
配
を
確
立
し
た
中
華
人
民
共
和
国
、
他

方
は
台
湾
に
移
っ
た
中
華
民
国
、
そ
の
い
ず
れ
と
の
間
で
戦
争
状
態
を
終
結
し
、
国
交
を
回
復
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
に
中
華
民
国
政
府
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
い
ず
れ
を
招
待
す
る
か
に
つ
い
て
、
連
合
国

の
問
、
特
に
米
英
両
国
間
で
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
結
局
妥
協
と
し
て
、
ど
ち
ら
も
招
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
生
じ
た
問
題
は
、
そ
れ
で
は
一
体
日
本
は
い
ず
れ
の
政
府
と
戦
後
の
外
交
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

り
、
こ
れ
は
、
米
国
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
政
治
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
五
一
年
の
暮
れ
に
、
米
国
政
府
の
中
で
対
日
平
和
条
約
問
題
を
担
当
す
る
ダ
レ
ス
特
使
が
来
日
し
、
日
本
が
中
華
民
国
政
府
と
平
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

条
約
を
締
結
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
自
体
が
米
国
議
会
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

吉
田
総
理
を
説
得
し
た
結
果
、
同
総
理
は
や
む
を
得
ず
こ
れ
に
応
じ
、
い
わ
ゆ
る
吉
田
書
簡
を
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
宛
に
発
出
し
、
日

本
は
中
華
民
国
政
府
と
平
和
条
約
を
結
ぶ
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
約
束
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
が
当
時
の
冷
戦
の
状
況
下

で
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
た
め
に
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
一
つ
の
代
償
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
一
九
五

二
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が
発
効
し
、
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
二
〇
年
、
日
本
は
台
湾
に
あ
る
中
華
民
国
政
府
と
国
交
を
持
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
し
て
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
は
政
府
間
の
関
係
を
有
し
な
い
と
い
う
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
九
年
に
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
登
場
す
る
と
、
米
国
の
対
中
国
政
策
が
大
き
く
転
換
し
（
そ
の
背
景
及
び
経
緯
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
て
は
、
ニ
タ
ソ
ン
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
回
想
録
参
照
）
、
日
本
の
対
中
国
の
国
交
正
常
化
が
可
能
な
国
際
環
境
が
生
ま
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
一
九
七
二
年
の
六
月
に
佐
藤
内
閣
が
退
き
、
日
中
国
交
正
常
化
を
公
約
す
る
田
中
内
閣
が
誕
生
し
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
毛
沢
東
・
周
恩
来
と
い
う
中
国
の
指
導
者
の
当
時
の
国
際
情
勢
に
つ
い
て
の
戦
略
的
な
判
断
か
ら
、
日
中



国
交
正
常
化
を
早
急
に
行
い
た
い
と
い
う
中
国
の
政
策
と
が
一
致
し
て
、
田
中
内
閣
の
誕
生
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
で
日
中
国
交
正
常
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
本
稿
で
は
、
日
中
国
交
正
常
化
が
提
起
し
た
い
く
つ
か
の
国
際
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
田
中
総

理
・
大
平
外
務
大
臣
を
補
佐
す
る
立
場
に
あ
っ
た
外
務
省
が
ど
の
よ
う
に
考
え
、
い
か
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
か
を
改
め
て
考
察
す

る
。
（
当
時
筆
者
は
外
務
省
に
お
い
て
条
約
局
条
約
課
長
と
し
て
、
省
内
の
作
業
及
び
中
国
政
府
と
の
交
渉
に
参
画
し
た
。
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渡
辺
利
夫
「
日
本
の
対
外
政
治
課
題
」
『
国
際
年
報
一
九
七
一
』
一
三
巻
（
一
九
七
五
年
）
一
七
一
ー
一
七
九
頁
。

太
田
勝
洪
「
日
中
国
交
正
常
化
」
『
国
際
年
報
一
九
七
二
』
一
四
巻
（
一
九
七
六
年
）
一
一
一
ー
一
一
六
頁
。

二
　
中
国
の
復
交
三
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
日
中
国
交
正
常
化
に
つ
い
て
は
、
中
国
は
か
ね
て
か
ら
復
交
三
原
則
を
公
に
し
て
お
り
、
こ
の
三
つ
の
原
則
を
柱
と
し
、
こ
れ
を
日

本
が
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
常
化
が
実
現
で
き
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
三
原
則
の
う
ち
、
第
一
の
原
則

　
　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
二

が
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
中
国
を
代
表
す
る
唯
一
の
合
法
政
府
で
あ
る
こ
と
、
第
二
が
、
台
湾
は
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不

可
分
の
一
部
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
が
、
日
台
条
約
、
す
な
わ
ち
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
経
緯
・
背
景
の
下
に
日
本
が
台
湾
（
中

華
民
国
）
と
結
ん
だ
平
和
条
約
は
不
法
・
無
効
で
あ
り
、
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
三
つ
の
原
則
の
下
に
、

日
中
国
交
正
常
化
を
実
現
す
る
と
い
う
の
が
中
国
の
立
場
で
あ
り
、
日
本
と
し
て
は
、
こ
の
三
つ
の
原
則
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か

と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。

　
結
果
的
に
は
わ
ず
か
二
ヶ
月
し
か
な
か
っ
た
正
常
化
交
渉
が
通
常
の
外
交
交
渉
と
は
か
な
り
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
の
は
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
日
本
は
中
国
と
一
切
の
政
府
間
の
関
係
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
復
交
三
原
則
は
三
原
則
と
し
て
、
中
国
が
本

当
に
ど
こ
ま
で
柔
軟
な
態
度
を
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
把
握
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
唯
一
、
外
務
省
あ
る
い
は
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

本
政
府
が
中
国
側
の
交
渉
姿
勢
に
つ
い
て
判
断
し
う
る
材
料
に
な
っ
た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
竹
入
メ
モ
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
公
明

党
の
竹
入
委
員
長
が
、
田
中
内
閣
が
誕
生
す
る
と
間
も
な
く
田
中
総
理
の
意
を
帯
し
て
訪
中
し
、
周
恩
来
総
理
と
の
会
談
を
通
じ
て
得

ら
れ
た
中
国
側
の
考
え
方
を
メ
モ
に
し
て
帰
国
後
に
田
中
総
理
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
外
務
省
事
務
当
局
と
し
て
は
、
大
平
外
務

大
臣
を
通
じ
て
示
さ
れ
た
こ
の
メ
モ
の
内
容
を
検
討
し
て
中
国
の
立
場
を
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九

月
末
に
田
中
総
理
以
下
の
日
本
政
府
の
一
行
が
北
京
に
赴
く
ま
で
、
本
当
に
こ
の
交
渉
が
う
ま
く
い
く
の
か
ど
う
か
、
筆
者
自
身
個
人

的
に
は
余
り
自
信
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
復
交
三
原
則
の
第
一
原
則
に
つ
い
て
は
、
条
約
局
と
し
て
、
特
に
法
的
な
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
日

本
政
府
が
政
治
的
決
断
を
す
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
決
断
さ
え
あ
れ
ば
、
国
際
法
上
は
政
府
承
認
の
変
更
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
台
北

に
存
在
す
る
中
華
民
国
政
府
が
中
国
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
の
が
従
来
の
日
本
の
立
場
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
国
交
正
常
化
と



い
う
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
中
国
を
代
表
す
る
正
当
政
府
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
日
本
政
府
が
新
た
に
と

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
四
九
年
以
来
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
実
質
的
に
中
国
大
陸
に
お
け
る
実

効
的
支
配
を
確
立
し
て
い
た
以
上
、
国
際
法
の
観
点
か
ら
、
問
題
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府

を
承
認
す
れ
ば
、
台
湾
と
の
外
交
関
係
は
終
了
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
が
政
治
的
な
決
断
を
必
要
と
し
た
の

で
あ
る
が
、
法
律
的
に
は
、
国
際
法
上
も
、
国
内
法
、
憲
法
上
も
、
問
題
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
唯
一
あ
り
得
た
の
は
、
こ
の
政
府

承
認
の
変
更
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
府
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

外
交
権
の
範
囲
内
の
事
項
で
あ
る
と
い
う
の
が
内
閣
法
制
局
及
び
外
務
省
の
判
断
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
外
務
省
、
特
に
条
約
局

と
し
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
第
二
原
則
（
台
湾
の
法
的
地
位
）
と
第
三
原
則
（
日
華
平
和
条
約
V
の
問
題

　
　
（
1
0
）

で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
第
二
原
則
、
第
三
原
則
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
後
述
の
よ
う
に
、
日
本
側
に
と
っ
て
か
な
り
困
難
な
問
題
が
あ
り
、
特

に
第
二
原
則
に
つ
い
て
は
、
単
に
法
律
的
な
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
に
非
常
に
大
き
な
問
題
が
存
在
し
、
そ
う
い
う
日
本
の
法

的
・
政
治
的
立
場
と
い
う
も
の
を
維
持
し
な
が
ら
中
国
の
受
け
入
れ
可
能
な
方
式
を
見
い
だ
す
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
日
本
の
基
本
的
な
法
的
・
政
治
的
立
場
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
九
五
一
年
に
い
わ
ゆ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
体
制

（
米
国
が
提
示
し
た
平
和
条
約
と
旧
安
保
条
約
の
セ
ッ
ト
）
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
社
会
に
復
帰
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
政
治
的
意
味
は
、
冷
戦
下
の
東
西
対
立
の
中
で
、
日
本
と
し
て
は
、
西
側
の
一
国
と
し
て
の
立
場
を
と
る
と
い
う
当
時
の
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

田
総
理
の
政
治
的
な
選
択
で
あ
っ
た
。
か
か
る
戦
後
の
日
本
の
国
際
政
治
上
の
座
標
軸
を
維
持
し
な
が
ら
、
第
二
原
則
、
第
三
原
則
に

　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

ど
う
い
う
ふ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
の
が
、
正
常
化
の
一
番
の
課
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い

て
当
初
か
ら
大
平
外
務
大
臣
と
田
中
総
理
に
十
分
説
明
し
、
日
中
国
交
正
常
化
は
、
こ
の
日
本
外
交
の
基
本
的
座
標
軸
と
両
立
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
政
治
レ
ベ
ル
の
理
解
を
得
て
、
正
常
化
交
渉
に
臨
む
こ
と
が
で
き
た
。

　
（
8
）
　
な
お
、
民
社
党
代
表
団
（
団
長
一
春
日
一
幸
委
員
長
）
と
中
日
友
好
協
会
と
の
共
同
声
明
（
一
九
七
二
年
四
月
一
三
日
）
に
つ
い
て
は
、
朝
日
新
聞

　
　
一
九
七
二
年
四
月
一
四
日
を
参
照
。

　
（
9
）
　
永
野
信
利
『
天
皇
と
郵
小
平
の
握
手
－
実
録
・
日
中
交
渉
秘
史
』
（
行
政
問
題
研
究
所
、
一
九
八
三
年
）
二
九
－
一
三
頁
。

　
（
1
0
）
　
高
野
雄
一
「
日
中
関
係
と
国
際
法
ー
日
中
関
係
論
議
混
迷
に
対
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
八
一
号
（
一
九
七
一
年
）
九
〇
ー
一
〇
一
頁
。

　
（
1
1
）
　
細
谷
・
前
掲
注
3
、
二
九
五
－
三
〇
〇
頁
。

三
　
台
湾
の
法
的
地
位

　
そ
こ
で
、
ま
ず
第
二
原
則
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
際
法
上
最
終

的
な
処
分
が
完
了
し
て
い
な
い
地
域
、
す
な
わ
ち
台
湾
の
法
的
な
地
位
を
い
か
に
認
識
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
当
時
国
会
等

の
揚
で
政
府
が
明
ら
か
に
し
て
い
た
わ
が
国
の
法
的
な
立
場
は
、
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
よ
っ
て
放
棄
し
た
台
湾
が
ど
こ

に
帰
属
す
る
か
は
も
っ
ぱ
ら
連
合
国
が
決
定
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
日
本
は
発
言
す
る
立
場
に
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
法
的
な
立
場
を
変
更
し
、
わ
が
国
が
中
国
の
第
二
原
則
、
す
な
わ
ち
台
湾
は
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一

部
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
法
律
的
な
意
味
以
上
に
重
要
な
政
治
的
な
意
味
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
何
か
と
言
え

ば
、
中
国
が
そ
れ
以
前
か
ら
維
持
し
て
い
る
基
本
的
な
立
場
、
す
な
わ
ち
台
湾
を
武
力
で
解
放
す
る
最
終
的
な
権
利
を
有
し
て
い
る
と



い
う
立
場
の
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
田
中
内
閣
に
先
立
つ
佐
藤
内
閣
の
大
き
な
外
交
課
題
は
、
沖
縄
返
還
の
実
現
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
の
対
米
交
渉
に
お
い
て
大
き

な
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
基
地
の
使
用
の
問
題
で
あ
っ
た
。
米
側
に
お
い
て
最
後
ま
で
沖
縄
の
返
還
に
難
色
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
た
の
は
国
防
省
を
中
心
と
し
た
軍
部
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
沖
縄
を
返
還
す
れ
ば
、
米
国
は
沖
縄
の
基
地
の
使
用

に
つ
い
て
、
六
〇
年
に
改
訂
さ
れ
た
安
保
条
約
に
基
づ
く
事
前
協
議
制
度
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
米
国
の
施
政
権
下
に
あ
っ

た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
基
地
を
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
当
時
の
米
国
政
府
の
最
大
の
懸
念
は
、
北
朝
鮮
の
武
力
攻
撃
に
よ
る
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
紛
争
再
発
の
可
能
性
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

に
加
え
て
、
万
一
中
国
に
よ
る
台
湾
武
力
解
放
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
と
き
に
も
、
日
本
、
特
に
沖
縄
に
存
在
す
る
米
軍
基
地
を
使

用
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
こ
れ
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
米
国
が
韓
国
あ
る
い
は
台
湾
（
中
華
民
国
）
に
対

し
負
っ
て
い
る
条
約
上
の
防
衛
義
務
の
履
行
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
米
国
政
府
と
し
て

は
、
沖
縄
を
日
本
に
返
還
し
て
も
、
い
ざ
と
い
う
場
合
に
基
地
の
使
用
が
制
約
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
形
で

日
本
政
府
の
保
証
を
取
り
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
日
米
間
の
折
衝
の
結
果
が
、
一
九
六
九
年
二
月
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
で
あ
る
。

　
こ
の
共
同
声
明
の
第
四
項
に
お
い
て
、
「
大
統
領
は
、
米
国
の
中
華
民
国
に
対
す
る
条
約
上
の
義
務
に
言
及
し
、
米
国
は
こ
れ
を
遵

守
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
」
の
を
受
け
て
、
「
台
湾
地
域
に
お
け
る
平
和
と
安
全
の
維
持
も
日
本
の
安
全
に
と
っ
て
極
め
て
重
要

な
要
素
で
あ
る
」
と
の
総
理
大
臣
の
認
識
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
な
お
、
朝
鮮
半
島
に
つ
い
て
は
、
同
じ
第
四
項
の
別
の
部
分
に
お
い
て
、

「
韓
国
の
安
全
は
日
本
自
身
の
安
全
に
と
っ
て
緊
要
で
あ
る
」
と
の
総
理
大
臣
の
認
識
が
述
べ
ら
れ
た
。
）

　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
さ
ら
に
、
共
同
声
明
の
第
七
項
に
お
い
て
、
総
理
と
大
統
領
は
、
沖
縄
の
「
施
政
権
返
還
に
あ
た
っ
て
は
、
日
米
安
保
条
約
及
び
こ

れ
に
関
連
す
る
諸
取
決
め
が
変
更
な
し
に
沖
縄
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
み
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
総
理
大
臣
は
、
日

本
の
安
全
は
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
な
く
し
て
は
十
分
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
極
東

の
諸
国
の
安
全
は
日
本
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
と
の
日
本
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
。
総
理
大
臣
は
、
日
本
政
府
の
か
か
る
認

識
に
照
ら
せ
ば
、
前
記
の
よ
う
な
態
様
に
よ
る
沖
縄
の
施
政
権
返
還
は
、
日
本
を
含
む
極
東
の
諸
国
の
防
衛
の
た
め
に
米
国
が
負
っ
て

い
る
国
際
義
務
の
効
果
的
遂
行
の
妨
げ
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
を
表
明
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

台
湾
を
含
め
た
極
東
地
域
の
安
全
に
関
す
る
日
本
政
府
の
上
述
の
よ
う
な
認
識
が
あ
れ
ば
、
米
国
の
条
約
上
の
防
衛
義
務
は
妨
げ
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
日
米
共
通
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
沖
縄
を
本
土
並
み
の
条
件
で
日
本
に
返
還
す
る
と
い
う
基
本
的
な
合
意
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

佐
藤
総
理
と
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
間
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
「
本
土
並
み
」
と
は
、
一
九
六
〇
年
に
改
訂
さ
れ
た
安
保
条
約
の
第
六

条
に
基
づ
く
交
換
公
文
（
い
わ
ゆ
る
事
前
協
議
制
度
に
関
す
る
合
意
で
、
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、

戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
に
在
日
米
軍
基
地
を
使
用
す
る
に
は
、
米
国
政
府
は
日
本
政
府
と
の
事
前
協
議
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
）
が
そ
の
ま
ま
沖
縄
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
米
国
政
府
が
受
け
入
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
な
お
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
共
同

声
明
発
出
（
一
九
七
九
年
一
一
旦
二
日
）
に
際
し
、
佐
藤
総
理
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
レ
ス
・
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
行
っ

た
演
説
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
併
せ
て
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
「
台
湾
地
域
で
の
平
和
の
維
持
も
わ
が
国
の
安
全
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
の
点
で
米
国
の
中
華
民
国
に

　
　
対
す
る
条
約
上
の
義
務
の
遂
行
の
決
意
を
十
分
に
評
価
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
万
一
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
し

　
　
て
、
現
実
に
義
務
が
発
動
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
が
不
幸
に
し
て
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
、
わ
が
国
を



　
　
含
む
極
東
の
平
和
と
安
全
を
脅
か
す
も
の
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
米
国
に
よ
る
台
湾
防
衛
義
務
の
履
行
と
い
う
よ

　
　
う
な
こ
と
と
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
わ
が
国
益
上
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
認
識
を
踏
ま
え
て
対
処
し
て
い
く
べ
き
も
の

　
　
と
考
え
ま
す
が
、
幸
い
に
し
て
そ
の
よ
う
な
事
態
は
予
見
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
」

　
そ
こ
で
台
湾
の
法
的
地
位
の
問
題
に
戻
る
と
、
「
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
に
す
で
に
な
っ
て
い
る
」
と

い
う
の
が
仮
に
日
本
政
府
の
立
場
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
あ
る
安
保
条
約
の
問

題
が
非
常
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
が
仮
に
台
湾
に
対
し
て
武
力
を
行
使
し
て
も
、
こ
れ
は
国
際
法

上
は
中
国
の
国
内
問
題
で
あ
り
、
米
国
や
日
本
が
こ
れ
に
関
与
す
る
立
場
に
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
法
的
な
根
拠
が
存
在
し
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
上
記
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
が
、
事
実
上
有
名
無
実
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
台
湾
の
法
的
地
位
は
、
そ
も
そ
も
米
中
間
で
双
方
の
立
場
が
厳
し
く
対
立
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
外

交
の
成
果
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
が
、
七
一
年
に
周
恩
来
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
間
で
合
意
さ
れ
た
が
、

そ
の
中
で
台
湾
は
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
と
の
中
国
側
の
立
場
に
対
し
、
米
側
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を

．
．
碧
屏
ぎ
旦
Φ
黄
①
、
、
す
る
と
述
べ
た
。
日
中
国
交
正
常
化
を
準
備
す
る
に
あ
た
っ
て
、
外
務
省
は
、
こ
の
．
．
碧
犀
8
註
o
凝
①
．
．
と
い
う
表

現
の
意
味
を
内
々
に
米
側
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
文
字
ど
お
り
．
、
碧
ざ
o
註
a
鴨
、
、
で
あ
る
と
い
う
の
が
先
方
の
説
明
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
中
国
の
立
場
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
認
識
し
て
い
る
（
し
か
し
、
承
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
）
と
い
う
の
が
、
こ
の

、
、
8
脚
8
記
8
鴨
、
、
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
英
語
で
は
、
手
紙
を
出
す
と
、
先
方
が
手
紙
を
受
け
取
っ
た

こ
と
を
「
確
認
」
す
る
と
い
う
意
味
で
同
じ
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
）
日
本
と
し
て
は
、
米
国
が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
以
上
、

　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

そ
れ
を
越
え
て
中
国
の
立
場
を
承
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
（
そ
も
そ
も
台
湾
の
地
位
か
ら
生
じ
る
問
題
は
、
米
中
間
で
話
し
合
わ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
が
独
自
の
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
米
国
の
立
場
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
の
で
、
そ
の
前
提
で
中
国
の

第
二
原
則
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
な
お
、
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
を
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
に
あ
た
っ
て
、
田
中
総
理
は
そ
の
年
の
八
月
末
に
ハ
ワ
イ
で
ニ
タ
ソ
ン
大
統
領
と
会
談
し
、
こ
れ
か
ら
中
国
と
国
交
正
常
化
を
行
う
が
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
日
米
安
保
体
制
と
関
わ
り
な
い
態
様
で
実
現
す
る
つ
も
り
で
あ
る
旨
を
説
明
し
、
大
統
領
の
了
解
を
得
た
経
緯
が
あ
る
。
）

　
上
述
の
よ
う
な
わ
が
国
の
法
的
、
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
の
基
本
的
認
識
を
踏
ま
え
、
北
京
に
お
い
て
日
本
側
が
中
国
側
に
提
示
し

た
当
初
の
共
同
声
明
案
は
、
台
湾
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
中
国
政
府
の
立
場
を
「
十
分
理
解
し
尊
重
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
は
中
国
側
が
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。
（
因
み
に
、
外
務
省
は
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
後
に
中
国
と
国
交
正
常
化
を
行

っ
た
若
干
の
国
の
共
同
声
明
の
内
容
を
把
握
し
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
表
現
を
踏
襲
し
、
中
国
の
立
場
を
　
．
．
碧
ざ
〇
三
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

8
鴨
、
．
す
る
と
い
う
こ
と
で
中
国
と
合
意
し
て
い
た
。
し
か
し
中
国
は
、
こ
の
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
方
式
を
日
本
に
適
用
す
る
こ
と
は
強
く
拒
否
す

る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
）

　
こ
の
よ
う
な
中
国
の
強
い
姿
勢
は
、
あ
る
程
度
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
台
湾
に
対
す
る
影
響
力
が
一
番
強
い
国
は
米
国
と
日
本

で
あ
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
対
し
て
非
常
に
厳
し
く
迫
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
中
国
の
判
断
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
）

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
い
た
腹
案
を
日
本
側
の
ぎ
り
ぎ
り
の
案
と
し
て
大
平
外
務
大
臣
が
万
里
の
長
城
視
察
に
赴
く
車
中
で
姫

鵬
飛
外
相
に
手
交
し
た
。
対
日
交
渉
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
周
恩
来
総
理
が
こ
の
案
を
了
承
し
、
漸
く
台
湾
の
法
的
地
位
の
問
題
は
決

着
し
た
。

　
こ
の
案
が
、
最
終
的
に
合
意
さ
れ
た
日
中
共
同
声
明
第
三
項
後
段
の
「
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
を
十



分
理
解
し
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持
す
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
で
は
、

「
カ
イ
ロ
宣
言
の
条
項
は
履
行
せ
ら
る
べ
く
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
カ
イ
ロ
宣
言
で
は
、
台
湾
は
当
時
の
中
華
民
国
、
す
な
わ
ち
中

国
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
日
本
は
、
台
湾
が
中
国
に
返
還
さ
れ
る

こ
と
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
立
場
を
堅
持
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
共
同
声
明
第
三
項
の
意
味
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
こ
で
言
外
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
（
日
本
政
府
の
立
場
は
、
台
湾
が
中
国
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
）
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
実
効
的
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
台
湾
が
現
実
に
同
国
の
領
土
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
と
の
認

識
を
日
本
政
府
は
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

周
恩
来
総
理
は
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
日
本
政
府
が
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
を
「
中
国
の
唯
一
の
合
法
政
府
」
と
し
て
承

認
し
た
（
共
同
声
明
第
二
項
）
こ
と
に
よ
っ
て
コ
つ
の
中
国
」
の
原
則
を
受
け
入
れ
、
そ
の
原
則
の
下
で
台
湾
の
中
国
へ
の
返
還
に

コ
ミ
ッ
ト
し
た
点
を
重
視
し
、
わ
が
方
の
案
に
同
意
す
る
決
断
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
少
な
く
と
も
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
）
。
そ
も
そ
も
、
日
本
側
は
、
共
同
声
明
の
原
案
を
北
京
で
最
初
に
提
示
し
た
と
き
に
、
日
本
政
府
の
考
え
方
は
明
確
に
説
明
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
側
が
わ
が
方
の
立
場
を
誤
解
し
た
可
能
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
共
同
声
明
第
三
項
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

田
中
総
理
も
大
平
外
務
大
臣
も
帰
国
後
国
会
で
質
問
を
受
け
、
特
に
野
党
か
ら
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
安
保
条
約
で
い
う
「
極
東
」
の
範

囲
（
政
府
統
一
見
解
に
よ
れ
ば
台
湾
が
含
ま
れ
る
）
か
ら
台
湾
が
除
外
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
再
三
質
問
が
あ

　
（
B
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
当
時
の
衆
議
院
の
予
算
委
員
会
に
お
い
て
政
府
の
統
一
見
解
と
し
て
行
わ
れ
た
大
平
外
務
大
臣
の
答
弁
は
、
共

同
声
明
の
日
本
政
府
の
立
場
を
繰
り
返
し
た
後
に
「
し
た
が
っ
て
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
台
湾
と
の
間
の
対
立
の
問
題
は
、
基
本
的

矧
（
傍
線
筆
者
）
中
国
の
国
内
問
題
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
わ
が
国
と
し
て
は
こ
の
問
題
が
当
事
者
間
で
平
和
的
に
解
決
さ
れ
る
こ

　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
問
題
が
武
力
紛
争
に
発
展
す
る
可
能
性
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
付
け
加
え
て
「
な
お
安
保
条
約
の
運
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、
我
が
国
と
し
て
は
、
今
後
の
日
中
両
国
間
の
友
好
関
係
を
も

念
頭
に
お
い
て
慎
重
に
配
慮
す
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
統
一
見
解
に
あ
る
「
基
本
的
に
は
」
と
い
う
文
言
に
は
重
要
な
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
台
湾
の
間
題
は
、
台
湾
海

峡
を
挾
む
両
当
事
者
の
間
で
話
し
合
い
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
日
本
政
府
は
こ
れ
に
一
切
介
入
す
る
意
思
は
な
く
、
当
事

者
間
の
話
し
合
い
の
結
果
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
日
本
政
府
は
当
然
こ
れ
を
受
け
入
れ
る

の
で
あ
っ
て
（
そ
れ
が
共
同
声
明
の
意
味
で
あ
る
）
、
平
和
的
に
話
し
合
い
が
行
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
こ
れ
は
中
国
の
国
内
問

題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
万
々
が
一
中
国
が
武
力
に
よ
っ
て
台
湾
を
統
一
す
る
、
い
わ
ゆ
る
武
力
解
放
と
い
う
手
段

に
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
は
国
内
問
題
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
「
基
本
的
に
は
」
と
い

う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
政
府
の
立
場
は
、
そ
の
後
に
続
く
「
我
が
国
と
し
て
は
こ
の
間
題
が
当
事
者
間
で
平
和
的

に
解
決
さ
れ
る
よ
う
希
望
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
部
分
を
含
め
、
全
体
と
し
て
こ
の
統
一
見
解
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解

す
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
日
本
政
府
の
立
場
は
今
日
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
2
）
　
宮
里
政
玄
「
沖
縄
返
還
協
定
の
成
立
と
問
題
点
」
『
国
際
年
報
一
九
七
一
』
一
三
巻
（
一
九
七
五
年
）
一
五
七
1
一
五
九
頁
、
石
井
修
「
日
米
『
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
』
へ
の
道
程
」
細
谷
千
博
編
『
日
米
関
係
通
吏
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
二
一
六
ー
二
一
九
頁
。

（
1
3
）
　
鹿
島
平
和
研
究
所
『
日
本
外
交
主
要
文
書
・
年
表
』
第
二
巻
（
原
書
房
、
一
九
入
四
年
）
入
七
九
ー
八
八
六
頁
。

（
1
4
）
宮
里
政
玄
『
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
政
策
』
（
ニ
ラ
イ
社
、
一
九
八
六
年
）
、
東
郷
文
彦
『
日
米
外
交
三
十
年
』
（
中
央
評
論
社
、
一
九
入
九
年
）
一
五
六

－
一
五
九
頁
、
q
●
》
」
o
げ
霧
0
5
類
一
夢
い
ρ
竃
o
≧
房
8
お
S
壽
肉
暗
蕊
虫
蟄
§
織
黛
、
o
ミ
嘆
（
お
o。
“
γ
℃
P
蒔
誤
添
o
。
ざ
課
ρ
謬
ゆ
よ
囑
・

（
1
5
）
　
田
中
総
理
大
臣
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
共
同
発
表
に
つ
い
て
は
、
『
わ
が
外
交
の
近
況
』
、
一
九
七
三
年
版
、
四
九
三
頁
参
照
。
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零
マ
ω
8
げ
獣
房
四
＆
中
℃
。
＞
鼠
ヨ
（
3
）
）
＞
ミ
ミ
§
肉
ミ
屠
ミ
さ
脳
§
§
。
り
鑓
認
、
』
導
ミ
ミ
§
誉
建
肉
§
ミ
（
一
零
。
）
も
℃
●
ω
ω
一
－
ω
ら。
伊

目
σ
す
も
戸
ω
ミ
6
F
な
お
、
邦
文
献
と
し
て
、
鹿
島
平
和
研
究
所
編
『
現
代
国
際
政
治
の
基
本
文
書
』
（
原
書
房
、
一
九
八
七
年
）
二
八
九
頁
。

衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
一
－
五
号
（
一
九
七
三
年
）
参
照
。

衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
五
号
（
｝
九
七
三
年
）
二
頁
。

四
　
日
華
平
和
条
約
問
題

　
中
国
の
復
交
三
原
則
の
第
三
原
則
、
す
な
わ
ち
日
華
平
和
条
約
問
題
に
つ
い
て
の
日
本
政
府
の
基
本
的
立
場
は
、
以
下
の
と
お
り
で

あ
っ
た
。

　
日
華
平
和
条
約
が
「
不
法
、
無
効
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
中
国
の
主
張
を
正
面
か
ら
受
け

入
れ
る
こ
と
は
、
法
的
に
も
政
治
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
（
同
条
約
は
、
以
前
か
ら
わ
が
国
が
中
国
を
代
表
す
る
正
当
政
府
と
認
め
て
い
た

（
国
際
社
会
の
多
く
の
国
も
そ
の
よ
う
に
認
め
て
い
た
）
中
華
民
国
政
府
と
の
間
に
適
法
に
締
結
さ
れ
た
条
約
で
あ
り
、
そ
の
合
法
性
を
否
定
し
、

こ
れ
を
一
方
的
に
廃
棄
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
上
も
、
ま
た
中
華
民
国
政
府
に
対
す
る
信
義
上
か
ら
も
許
さ
れ
な
い
）
。

　
他
方
、
日
中
国
交
正
常
化
後
に
お
い
て
も
、
同
条
約
が
、
た
と
え
形
式
的
に
せ
よ
、
引
き
続
き
有
効
な
条
約
と
し
て
存
在
す
る
と
の

立
場
を
と
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
外
務
省
事
務
当
局
（
条

約
局
V
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
い
か
に
し
て
上
記
の
わ
が
国
の
基
本
的
立
場
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
中
国
側
に
と
っ
て
も
受
け
入

れ
可
能
な
方
式
で
こ
の
問
題
を
処
理
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
法
技
術
的
に
は
、
適
法
に
締
結
さ
れ
、
か
つ
終
了

　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

規
定
が
な
い
、
平
和
条
約
と
い
う
性
格
を
有
す
る
条
約
を
ど
の
よ
う
に
し
て
終
了
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
、

　
竹
入
メ
モ
を
通
じ
て
わ
が
方
が
事
前
に
得
た
感
触
で
は
、
中
国
側
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
比
較
的
柔
軟
に
対
応
す
る
用
意
が
あ

る
や
に
思
わ
れ
た
の
で
、
外
務
省
は
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
内
閣
法
制
局
と
の
間
で
、
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
方
式
に
つ
い

て
検
討
を
重
ね
た
。
こ
う
し
た
事
務
レ
ベ
ル
に
お
け
る
準
備
作
業
の
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
日
中
国
交
正
常
化
は
、
国
会
の
承
認
を
要

す
る
条
約
に
よ
る
こ
と
な
く
、
行
政
府
（
内
閣
）
に
委
ね
ら
れ
た
外
交
権
（
憲
法
第
七
三
条
二
）
の
範
囲
内
で
行
う
と
い
う
政
府
の
基
本

方
針
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
日
華
平
和
条
約
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
国
会
の
承
認
を
得
る
必
要
が
生
じ
る
よ
う
な
方
式
は
避
け
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
な
お
、
国
交
正
常
化
へ
の
合
意
を
、
発
効
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
国
会
承
認
条
約
に
よ
ら
ず
、
共
同
声
明
形
式

で
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
国
側
に
も
異
存
が
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
竹
入
メ
モ
の
内
容
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
）

　
上
記
の
政
府
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
つ
つ
行
わ
れ
た
法
制
局
と
の
慎
重
な
協
議
の
結
果
得
ら
れ
た
結
論
は
、
概
ね
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

　
　
1
．
日
華
平
和
条
約
は
、
基
本
的
に
は
処
分
的
（
島
魯
・
ω
蕊
お
）
性
格
の
条
約
で
あ
る
。
即
ち
、
同
条
約
の
中
心
的
規
定
で
あ
る

　
　
法
的
な
戦
争
状
態
の
終
結
等
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
処
分
的
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
か
か
る
規
定
の
内
容
は
、

　
　
条
約
発
効
と
同
時
に
最
終
的
効
果
が
生
じ
、
そ
の
後
に
お
け
る
条
約
の
存
続
の
有
無
に
よ
っ
て
そ
の
法
的
効
果
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
）
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
と
し
て
は
、
（
当
時
中
華
民
国
政
府
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
）
中
国
と
の
間
の
戦
争
状
態
は
、
日
華
平
和
条

　
　
約
（
第
一
条
）
に
よ
っ
て
終
結
し
て
い
る
と
の
立
場
を
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
中
華
民
国
政
府
に
よ
る
対
日
賠
償
請
求
権
の
放
棄
に

　
　
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）
。

　
　
2
．
他
方
、
そ
の
法
的
効
果
が
条
約
の
存
続
に
依
存
す
る
実
体
規
定
に
つ
い
て
は
、
適
用
地
域
に
関
す
る
交
換
公
文
に
基
づ
き
、



　
　
中
華
民
国
政
府
が
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
地
域
（
台
湾
）
の
み
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
規
定
は
、
わ
が

　
　
国
が
中
華
人
民
共
和
国
政
府
を
承
認
す
る
こ
と
の
「
随
伴
的
効
果
」
に
よ
り
実
体
的
に
終
了
す
る
（
台
湾
に
実
効
的
支
配
を
及
ぼ
し

　
　
て
い
な
い
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
で
、
か
か
る
実
体
規
定
を
実
施
す
る
方
法
が
な
い
）
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
府
承
認

　
　
の
変
更
に
伴
っ
て
不
可
避
的
に
生
じ
る
随
伴
的
効
果
に
よ
る
日
華
平
和
条
約
の
実
体
規
定
の
終
了
に
つ
い
て
は
、
中
華
民
国
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
と
の
合
意
を
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
、
国
会
の
承
認
も
要
し
な
い
（
承
認
を
得
る
意
味
が
な
い
）
。

　
上
記
1
．
2
．
は
、
い
ず
れ
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
政
府
内
に
お
け
る
考
え
方
の
問
題
で
あ
り
、
か
か
る
考
え
方
に
基
づ

い
て
中
華
民
国
政
府
と
の
間
で
い
か
に
日
華
平
和
条
約
を
処
理
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
共
同
声
明
に
含
め
る
か

否
か
を
含
め
て
検
討
さ
れ
た
が
、
結
論
と
し
て
、
国
交
正
常
化
が
合
意
さ
れ
、
共
同
声
明
が
発
出
さ
れ
た
直
後
に
行
わ
れ
た
記
者
会
見

に
お
い
て
「
日
華
平
和
条
約
は
、
日
中
国
交
正
常
化
の
結
果
と
し
て
、
存
続
の
意
義
を
失
い
終
了
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
班
）

方
的
声
明
を
行
う
こ
と
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
大
平
外
務
大
臣
の
一
方
的
声
明
に
よ
り
日
華
平
和
条
約
の
終
了
を
確
認
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
中
国
側
に

内
報
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
先
方
か
ら
は
何
ら
の
異
議
も
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
。
中
国
側
と
し
て
は
、
①
日
本
側
が
日
華

平
和
条
約
は
引
き
続
き
有
効
と
の
立
場
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
②
戦
争
状
態
の
終
結
に
関
し
て
は
、
共
同
声
明
前
文
に
お
い
て
、

「
戦
争
状
態
の
終
結
と
日
中
国
交
の
正
常
化
と
い
う
両
国
国
民
の
願
望
の
実
現
」
を
謳
っ
た
上
で
、
同
声
明
第
一
項
で
、
日
中
両
国
間

の
「
こ
れ
ま
で
の
不
正
常
な
状
態
は
、
こ
の
共
同
声
明
が
発
出
さ
れ
る
日
に
終
了
す
る
」
（
傍
線
筆
者
）
と
の
合
意
が
得
ら
れ
た
こ
と
、

及
び
③
賠
償
に
つ
い
て
も
、
共
同
声
明
第
五
項
に
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
に
よ
る
「
戦
争
賠
償
の
請
求
を
放
棄
す
る
」
と
の
宣
言
が

含
ま
れ
た
こ
と
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
中
国
の
立
場
が
基
本
的
に
確
保
さ
れ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
上
記
の
よ
う
な
日
華
平
和
条
約
の
処
理
方
式
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
米
中
国
交
正
常
化
に
際
し
、
台
湾
と
の
米
華
相
互
防
衛
条
約
を

処
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
る
米
国
政
府
も
関
心
を
持
ち
、
わ
が
方
の
理
論
構
成
等
を
非
公
式
に
照
会
し
て
き
た

経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、
米
華
相
互
防
衛
条
約
は
、
日
華
平
和
条
約
と
異
な
り
、
処
分
的
性
格
の
条
約
で
は
な
い
た
め
に
、
同
様
の
処

理
方
式
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
米
国
政
府
は
、
中
華
民
国
政
府
と
の
間
で
相
互
防
衛
条
約
の
終
了
規
定
に
基
づ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

条
約
終
了
の
手
続
き
を
と
っ
た
上
で
、
七
九
年
一
月
に
米
中
国
交
正
常
化
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
2
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
国
際
法
上
の
論
点
と
の
関
係
は
、
例
え
ば
、
高
野
・
前
掲
注
1
0
、
九
七
f
九
九
頁
。

　
（
21
）
　
外
務
省
ア
ジ
ア
局
中
国
課
監
修
『
日
中
関
係
基
本
資
料
一
九
七
〇
i
九
二
』
（
霞
山
会
、
一
九
三
三
年
）
一
〇
四
頁
。
日
中
共
同
声
明
の
全
文
に
つ

　
　
い
て
、
『
わ
が
外
交
の
近
況
』
、
｝
九
七
三
年
版
、
五
〇
六
－
五
〇
七
頁
参
照
。

　
（
2
2
）
　
、
ミ
ミ
魯
尋
特
蕎
勲
妹
ミ
、
ミ
籔
魯
ミ
。
り
魚
導
鴨
q
蔦
妹
＆
盟
黛
舞
》
α
ヨ
一
巳
の
實
四
蔑
9
0
噛
旨
3
ヨ
矯
0
9
旨
R
（
一
〇
お
ン
署
●
旨
欝
山
ま
O
旧
ω
●
O
●

　
　
ω
鋤
美
Φ
ω
冨
昌
＆
些
戸
＞
。
＜
津
9D
ρ
9
¢
さ
職
§
ミ
忽
ミ
、
謄
、
ミ
艦
塗
“
ミ
織
勲
ミ
躰
§
、
b
o
ミ
ミ
§
融
亀
ミ
駄
、
ミ
賊
曼
、
N
愚
8
劉
。
。
（
一
〇
〇
〇
〇。
γ
℃
℃
』
O
㎝
－

　
　
曽
O
。

五
　
日
米
防
衛
協
力
の
新
た
な
指
針
と
台
湾

　
日
中
共
同
声
明
は
、
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
困
難
な
法
的
問
題
及
び
こ
れ
に
関
連
し
て
生
じ
る
政
治
的
問
題
を
克

服
し
、
戦
後
二
〇
年
続
い
た
文
字
ど
お
り
不
正
常
な
状
態
に
終
止
符
を
打
っ
て
、
日
中
国
交
正
常
化
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

歴
史
的
使
命
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
四
半
世
紀
を
経
過
し
た
今
日
、
今
一
度
当
時
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
生

じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
九
七
年
九
月
に
日
米
間
で
合
意
さ
れ
た
防
衛
協
力
の
新
た
な
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
と
台



湾
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
以
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
筆
者
の
私
見
を
述
べ
、
参
考
に
供
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
九
六
年
四
月
に
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
訪
日
し
た
際
に
、
日
米
両
首
脳
が
発
出
し
た
日
米
安
全
保
障
共
同
宣
言
に
お
い
て
、
既
存
の

「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
」
の
見
直
し
が
合
意
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
の
が
、
九
七
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
新

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
共
同
宣
言
が
発
出
さ
れ
た
以
後
、
中
国
側
か
ら
こ
の
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
強
い
拒
否
的
発

言
が
続
き
、
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
種
々
の
論
議
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
側
の
反
応
は
、
要
す
る

に
、
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用
範
囲
が
台
湾
を
含
む
（
日
米
防
衛
協
力
の
対
象
に
台
湾
が
含
ま
れ
る
）
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
中
国
の

国
内
問
題
へ
の
干
渉
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
台
湾
を
適
用
範
囲
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日

米
の
外
交
当
局
は
、
中
国
に
対
し
、
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
中
国
を
敵
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
特
定
の
国
あ
る
い
は
地
域
を
対

象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
中
国
は
納
得
せ
ず
、
依
然
と
し
て
否
定
的
発
言
が
続
い
て
い
る
と
い
う
の
が

現
状
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
何
故
か
と
言
え
ば
、
従
来
か
ら
中
国
側
に
は
、
台
湾
が
独
立
す
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
日
米
が
陰
に
陽
に
台
湾
独
立
を

支
持
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強
い
懸
念
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し
た
懸
念
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
日
本
政
府
は
日
中
共
同
声
明
に
お
い
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
の
立
場
を
堅
持
す
る
旨
を
宣
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
は
、
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
し

た
が
っ
て
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
台
湾
独
立
を
支
持
せ
ず
、
支
援
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本
は
、

「
二
つ
の
中
国
」
あ
る
い
は
「
一
つ
の
中
国
、
一
つ
の
台
湾
」
を
支
持
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本

政
府
の
こ
の
立
場
は
、
今
日
も
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
米
国
政
府
も
、
基
本
的
に
同
じ
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
米
双
方
と
も
中

　
　
　
日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
早
法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

国
が
主
張
す
る
コ
つ
の
中
国
」
の
原
則
を
受
け
入
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
が
懸
念
す
る
の
は
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
台

湾
自
身
が
独
立
に
向
け
て
動
き
出
す
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
に
同
情
的
な
国
内
勢
力
が
日
米
双
方
に
存
在
し
、
そ
れ
が

台
湾
の
独
立
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
は
絶
対
に
容
認
で
き
な
い
と
い
う
の

が
中
国
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
中
国
が
従
来
か
ら
一
貫
し
て
、
台
湾
の
武
力
解
放
を
究
極
的
手
段
と
し
て
は
放
棄
し
な
い
と
の
立
場

を
固
持
し
て
い
る
理
由
も
、
ま
さ
に
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
対
す
る
中
国
の
懸
念
は
、
現
状
で
は
何
ら
実
質
的
意
味
を
持
た
な
い
。
中

国
は
、
台
湾
独
立
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
武
力
解
放
を
究
極
的
手
段
と
し
て
留
保
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ

な
い
限
り
、
台
湾
と
の
平
和
的
話
し
合
い
に
よ
る
統
一
の
実
現
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

対
す
る
否
定
的
発
言
の
真
の
狙
い
は
、
そ
の
適
用
範
囲
に
台
湾
が
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
技
術
的
（
あ
る
い
は
形
式
的
）
問
題
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
別
の
次
元
に
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
米
中
国
交
正
常
化
が
実
現
し
、
米
国
の
台
湾
に
対
す
る
条
約
上

の
防
衛
義
務
は
な
く
な
っ
た
（
但
し
、
米
国
に
は
国
内
法
と
し
て
の
台
湾
関
係
法
が
存
在
し
て
い
る
）
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
台
湾
を
め

ぐ
る
状
況
は
、
日
中
国
交
正
常
化
当
時
と
は
異
な
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
台
湾
は
、
今
日
も
中
華
人
民
共
和
国
の
支
配
の
外
に
あ

り
、
台
湾
の
住
民
の
大
多
数
は
、
独
立
に
は
慎
重
で
あ
っ
て
も
、
政
治
・
経
済
体
制
を
異
に
す
る
中
華
人
民
共
和
国
と
の
統
一
を
拒
否

し
、
現
状
維
持
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
台
湾
問
題
の
本
質
に
は
依
然
と
し
て
変
わ
り
が
な
い
。
こ
の
問
題
が
、
日
米
中
三
国
の
間
で
困

難
な
政
治
問
題
化
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
今
後
と
も
日
米
両
国
が
コ
つ
の
中
国
」
の
原
則
を
守
る
と
い
う
立
場
を
堅
持
す
る

と
同
時
に
、
台
湾
問
題
の
解
決
は
あ
く
ま
で
も
当
事
者
問
の
平
和
的
話
し
合
い
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
機
会
あ
る
毎
に
強
調

し
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
他
方
、
中
国
も
、
軽
々
に
武
力
解
放
に
訴
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
国
際
社
会
は
、
こ
の
よ
う
な
台
湾
住
民
の
意



思
に
反
し
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
平
和
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
を
中
国
の
国
内
問
題
と
は
認
識
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
理
解

し
て
い
る
と
強
く
期
待
し
た
い
。

　
（
2
3
）
　
栗
山
尚
一
『
日
米
同
盟
－
漂
流
か
ら
の
脱
却
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
｝
九
八
七
年
）
ニ
ニ
○
頁
。

　
（
本
稿
は
、
一
九
九
八
年
一
月
二
九
日
に
、
島
田
（
征
）
教
授
主
催
の
国
際
法
研
究
会
に
お
い
て
行
っ
た
報
告
の
記
録
を
加
筆
、
修
正
し
た
も

　
の
で
あ
る
。
）

日
中
国
交
正
常
化
（
栗
山
）

五
七


